
○

児
童
手
当
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
氏
名
変
更
等
の
届
出
）

（
氏
名
変
更
等
の
届
出
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

施
設
等
受
給
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
十
四
日

２

施
設
等
受
給
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
十
四
日

以
内
に
、
様
式
第
九
号
に
よ
る
届
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

以
内
に
、
様
式
第
九
号
に
よ
る
届
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

施
設
等
受
給
者
が
里
親
（
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
四
に
規
定
す
る
里
親
を

二

施
設
等
受
給
者
が
里
親
（
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
。

里
親
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
と

き
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
受
給
資
格
者
の
申
出
に
よ
る
学
校
給
食
費
等
の
徴
収
等
）

（
受
給
資
格
者
の
申
出
に
よ
る
学
校
給
食
費
等
の
徴
収
等
）

第
十
二
条
の
十

（
略
）

第
十
二
条
の
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

３

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

徴
収
す
る
費
用
（
同
法
第
五
十
一
条
第
四
号
又
は
第
五
号
に
係
る
も
の
に
限
る

徴
収
す
る
費
用
に
類
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
費
用
は
、
次
の
各

。
）
に
類
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
費
用
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

号
に
掲
げ
る
費
用
と
す
る
。

る
費
用
と
す
る
。



1

一
～
四

（
略
）

一

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
子
育
て
短
期
支
援
事
業
の

利
用
に
要
す
る
費
用

二

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
一
時
預
か
り
事
業
の
利
用

に
要
す
る
費
用

三

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
三
項
に
規
定
す
る
病
児
保
育
事
業
の
利
用

に
要
す
る
費
用

四

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
五
十

九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
の
利
用
に
要
す
る
費
用

五

そ
の
他
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第

五

そ
の
他
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
費
用
（
同
法
第
五
十
一
条
第
四
号
又
は
第
五

三
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
費
用
に
類
す
る
費
用

号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
類
す
る
費
用

４

（
略
）

４

（
略
）


